
申告期間は、令和８年２月 1６日から令和８年３月 1６日です。（※土日・祝日は除く）
対象地区ごとの指定日時にご来場ください。【収支内訳書】や【医療費控除の明細書(内訳書)】について、あら

かじめ自宅で作成し、ご来場するようご協力をお願いします。書類が全て揃っている方から順にご案内を致します。
(注意)申告期間中に【本庁税務課窓口】での申告相談はできませんのでご了承ください。

令和８年度 申告相談受付日程表（布施地区・五箇地区・都万地区）

受付時間 会場 受付地区
 9:30～12:00

13:00～16:00

 9:30～12:00 卯敷・飯美

13:00～16:00 布施

 9:30～12:00 北方・那久路

13:00～16:00 小路

 9:30～12:00 久見・向ヶ丘

13:00～16:00 山田・福浦・長尾田・代

 9:30～12:00 郡

13:00～16:00 苗代田・南方

 9:00～12:00 向山・上里・森里

13:00～16:00 砂子谷・歌木

 9:00～12:00 浜那久

13:00～16:00 上那久・油井・蔵田

 9:30～12:00 中里・西里・美田・釜屋・塩の浜・大津久

13:00～16:00 津戸・向陽・蛸木

 9:30～12:00

13:00～16:00

 9:00～12:00

13:00～16:00

 9:00～12:00

13:00～16:00

 9:00～12:00

13:00～16:00

 9:00～12:00

13:00～16:00

 9:00～12:00

13:00～16:00

 9:00～12:00

13:00～16:00

 9:00～12:00

13:00～16:00

 9:00～12:00

13:00～16:00

 9:00～12:00

13:00～16:00

 9:00～12:00

13:00～16:00

 9:00～12:00

13:00～16:00

申告受付日

１６日 月
※対象地区の支所で申告
　相談ができます

１７日 火 布施支所

１８日 水 五箇支所

１９日 木 五箇支所

２０日 金 五箇支所

２４日 火 都万支所

２５日 水 都万支所

２６日 木 都万支所

２７日 金
※対象地区の支所で申告
　相談ができます

２日 月
※対象地区の支所で申告
　相談ができます

３日 火
※対象地区の支所で申告
　相談ができます

４日 水
※対象地区の支所で申告
　相談ができます

５日 木
※対象地区の支所で申告
　相談ができます

６日 金
※対象地区の支所で申告
　相談ができます

９日 月
※対象地区の支所で申告
　相談ができます

１０日 火
※対象地区の支所で申告
　相談ができます

１１日 水
※対象地区の支所で申告
　相談ができます

１２日 木
※対象地区の支所で申告
　相談ができます

１３日 金
※対象地区の支所で申告
　相談ができます

１６日 月
※対象地区の支所で申告
　相談ができます

２
月

３
月


